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ある。音声言語としての標準的な日本語のふ
さわしい姿を探るのにあたっての方向性を示
したものであり，現代に連なる日本語の歴史
を考える上で，重要な資料である 1）。

音声を主体として日本全国に通用するような
日本語を組織的・体系的に確立させる，というこ
とは，放送の登場以前には日本人が経験したこ
とのない作業であった。その成就にあたっては，
特定個人の「名人芸」ではなく，ある手続きに従っ
た「調査・選定基準」が必要であると考えられた。
この資料は，その基準を示したものである。

2 『放送用語の調査に関する一般方針』の内容
『放送用語の調査に関する一般方針』は，

A5判23ページの薄い冊子である（1935（昭10）
年3月発行，日本放送協会編，非売品）。筆者
の調べた範囲内では，現在この資料を所蔵し
ている機関は，NHK以外には見当たらなかっ
た。ただし，西谷博信・近藤清治郎（1975）に
おいては横書きに直された全文（原文は縦書き）
が公開されている。浅井真慧（1989）においても，
部分的な省略を伴いつつ再掲されている。

この資料について論ずるのにあたって，こ
こでも全文を掲載することにする。なお，か
なづかいは原文のとおりとしたが，漢字の字
体は議論に支障のない範囲内において現代の
字体に直した。（pp.76～79全文参照）

【要旨】
放送のための日本語を作り上げてゆくのに

あたって日本放送協会で定められた日本最初
の規定である『放送用語の調査に関する一般
方針』の成立過程を概観する。
①草案と決定稿とを比較すると，草案では，
ローカル放送における方言放送の構想や，方
言アクセント調査の提案もされていた
②決定稿において，日本語の語彙を豊富にす
るための源泉の一つとして方言を活用するこ
とが挙げられている
③この方針を策定した組織（放送用語並発音
改善調査委員会，現在の放送用語委員会の始
祖）は英国 BBC を範としており，BBC の影
響が具体的にどのような面に表れているのか，
それがどのように現在に連なっているのか，と
いったことを今後考察してゆく必要がある

1 はじめに
本稿は，放送用語の開発・調査を進めてゆ

くのにあたって，日本で最初に作られた規定
である『放送用語の調査に関する一般方針』に
ついて，成立の背景を探ることを目的とする。

この資料は，現在までの日本語のあり方に
少なからぬ影響を与えたものであると筆者は
考えている。ここで定められた方法に従って，
放送で用いることばが形作られていったので

最初の放送用語基準
～1935年『放送用語の調査に関する一般方針』作成の背景～

塩田雄大　　 
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3 『放送用語の調査に関する一般方針』の原案と変遷
この章では，NHK放送文化研究所に所蔵さ

れている当時の会議関連議事記録などをもと
に，この資料が作成された背景を見てみる。

この資料の成立にあたっては，以下のよ
うな流れが認められる。

①第一原案

最初の「たたき台」となったものは，第1
回（1934（昭9）年1月11日）の放送用語委員
会（正式名称「放送用語並発音改善調査委員
会」）において提議された以下の案である。

②審議・修正・決定

この第一原案に対して，事項ごとに分け
て詳細な草案を作成し，その上で審議・修正・
決定すべきであることが，主査である岡倉
由三郎委員から提案された。

残された記録による限り，11回の会議（1

か月に2回実施）における審議を経て，1934
年8月10日にはこれらを整理した「放送用語
の調査に関する一般方針（整理第二稿）」が完
成した 2）。これに最終的に手を加え，1935（昭
10）年3月に『放送用語の調査に関する一般方
針』が正式に公表されたのである。

「放送用語並発音改善調査委員会」設立時
の調査委員は，以下のとおりである（岡倉由
三郎（1934））。

　

また，日本放送協会側の用語調査係員として
嘱託2名（三宅武郎・柳八重子）が設立当初から
おり，佐藤孝および男女事務員2名が1934（昭

（A） 「たたき台」として調査事項案の草案が示
され，

（B） 各調査事項別に詳細な調査方針が検討さ
れたのちに，

（C）それらを統合して総則が打ち立てられた。

調査事項案
一 . 放送ニユース用語及発音ノ標準化
二 . 紹介アナウンスノ用語及発音ノ標準化
三 . 地名，人名，外来語ノ正シキ発音
四 . 専門語，術語ノ正確ナル用法
五 . 階級的，社会的，地方的慣用語及敬語
 ノ整理選択
六 .  流行語，新語等ニシテ普遍化サレタル

モノノ取捨
七 . 方言ノ正シキ取扱方
八 . 生活感情ヲ素直ニ表現スル言葉及発音
九 . 実況放送ニ於ケル効果的用語及用法
十 . アナウンスノ速度，句読ノ切方，調子，
 音量等ノ標準
十一 . 同音語及聴取リ難キコトバノ整理
十二 . マイクヲ通シテノ発音ノ難易ノ調査

（1933（昭 8）年 12 月 28 日配付）

岡倉由三郎（主査，立教大学教授）
新村出（京都帝国大学教授）
神保格（東京文理科大学教授）
土岐善麿（東京朝日新聞調査部長）
長 谷川誠也（早稲田大学教授，文部省臨

時国語調査委員）
服部愿夫（東京中央放送局前放送部長）
保 科孝一（東京文理科大学教授，文部省

臨時国語調査会幹事）

▲  『放送用語の調査に関する一
般方針』

会議関連議事記録 

▲
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放送用語の調査に関する一般方針

総則
一 .   放送用語の調査は，ラヂオ聴取者の共通理解を基準として，美しい語感に富む「耳のコトバ」を建設し，

放送効果の充実をはかることを目的とする。
二 .   放送用語は，全国中継アナウンス用語（以下「共通用語」と称す）を主体とする。
三 .   共通用語は，現代の国語の大勢に順応して，大体，帝都の教養ある社会層において普通に用ひられる語彙・

語法・発音・アクセント（イントネーションを含む）を基本とする。
四 .  共通用語と方言との調和をはかる。
五 .  調査事務を左の二部に分ける。
 一 基本調査
 二 当用に資するための調査

六 .  基本調査は，左の諸項に分けて進める。
 一 皇室に関する敬語の用法
 二 語彙

 1 語彙（外来語を含む）・句法の選択及び拡充
 2 漢語の整理
 3 同音語の整理
 4 専門用語の調査

 三 固有名詞の読み方
 1 人名
 2 地名
 3 満蒙・支那の固有名詞

 四 発音
 1 共通用語の発音
 2 共通用語のアクセント
 3 外来語の発音

 五 語法
 六 言語効果の実験的調査

七 .  当用に資するための調査は，日日の放送業務上の必要に応じてこれを行ふ。

一  皇室に関する敬語の用法について
一 .  各種の文書によつて現代の用例を調査すること。
二 .  右の用例ある語句を基本として，それに該当する一般的で且つ国語的な表現法を調査すること。
三 .  漢語による敬語は，必ずしも出典又は旧例に拘らず，現代の慣用を尊重すること。

　 【附】外国の帝室・王室・元首に関する敬語の用法を調査すること。

二   語彙の調査に関する方針
I 語彙（外来語を含む）・句法の選択及び拡充について
一 .  放送用語としての特殊性に基づいて，語彙・句法の選択の範囲と修補の限度とを調査すること。
二 .  語彙・句法の選択に当つては，一般的準則として，なるべく左の諸項によること。
 イ 現代の口語を第一とする。
 ロ 現代の最も普通な発音による。
 ハ 現代の最も普通な意味による。
 ニ 耳に聞いてすぐわかるものをとる。
 ホ 音と調子との美しいものをとる。
 へ 同音語（又は類音語）の少ないものをとる。
 ト 聴き取りにくい音（特にマイクロホンを通しての）を避ける。
 チ 音の上から悪い連想を起すおそれのあるものを避ける。
 リ 忌詞，その他，各種の差障りのあるものを避ける。
 ヌ 純日本語の表現形式を尊重する。

三 .   古語・方言は，これを適当に採りいれて語彙を豊富にすること。但，その発音とアクセントとは共通用語の体系に従ふ。
四 .   新語・流行語も適宜に採用して，語句の上に新鮮味を添へること。
五 .   慣用語句は，なるべくこれを尊重すること。
六 .   略語の普遍化して且つ品位を失はざるものは，適宜にこれを採用すること。
七 .   外国語をそのまま採用する場合は，国語の全体的なリズムとの調和をはかること。
八 .   新たに外国語を国語に訳す必要に迫られた場合は，必ずしもその原義に拘泥せず，その一部をあらはして

全体を示し得るものか，又は直観的なものを訳語として考案すること。
九 . 各種の専門用語は，なるべくこれを尊重すること。但，その発音の取扱方については特に調査すること。
十 .   実況放送（広義の）の記録（録音を含む）について，その中に共通する語彙・句法を蒐集整理し，なほ将

来において起り得べき各種の場合を予想して，それぞれに適切な語彙・句法の拡充をはかること。
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II 漢語の整理について
一 .  すべて電波に乗ることを予想される漢語を調査すること。
二 .  右の漢語を，次の二部に分類する。
一 耳に聞いてすぐ意味のわかる漢語
二 文字を離れてはわかりにくい漢語

三 .  この項の調査は，右の（一）の漢語の運用を主眼とすること。
四 .  上記の漢語に用ひられてゐる漢字の読み方を整理すること。
五 .  漢字の読み方の整理は次の原則によること。
 イ 読み方の順位（第一音以下）を定めること。
 ロ 第一音は，必ずしも字典が正式のものとして示す音に拘泥せず，広く常用されるものを採用すること。
【例】 行  第一音（仮定）コー（漢音）
 京 第一音（仮定）キョー（呉音）
 重  第一音（仮定）ジュー（慣用音）

 ハ 第一音のほかは，その使用範囲の広狭によつて，第二音又は第三音を定めること。
【例】 行  第一音（仮定）コー
  第二音（仮定）ギョー
  第三音（仮定）アン

六 .  熟字で二つ以上の読み方のあるものは，前項に準じて，その読方の順位（第一以下）を定めること。
七 .  同じ熟字で，意味の相違により，その読方を異にするものを調べること。

【例】大名 タイメー ダイミョー
八 .  新造の漢語は，なるべく第一音によること。
九 .   漢字の意味の普及の程度と使用範囲の広狭とにより，第一意味・第二意味（以下第三意味等）を定めて，

その第一意味による漢語は，なるべく純日本語の形で言ひあらはすこと。
【例】「行」の第一意味を仮に「ユク」とすれば，前後の関係上止むを得ないもののほかは，
 「歩行する」は あるく
 「通行する」は とほる
 「行程」は   みちのり

　等といふことにする。但，既に「耳のコトバ」になつてゐる「旅行する」等は，この限りでない。
十 .  前項の第二意味（又は第三意味）による漢語のうち，特にむづかしいものは更に整理をはかること。
十一 . 漢字による芸題・曲名・文芸作品の題名等の読み方を調査すること。

【附】漢字による人名・地名の読み方については，別項「固有名詞の読み方」中の諸目を参照。
III 同音語の整理について
一 .   同音語の調査に当つては，電波に乗ることを予想される語彙の全般（語原の内外を問はず）を含めて考慮する

こと。
二 .  同音語を次の二部に分類する。
 一 同音・同アクセントのもの
 二 同音・異アクセントのもの

三 .   同音語について，字面と前後の関係とを離れ，純粋に発音の上だけで思ひ起す意味の理解速度の等級を調
査し，その最も高いもの（即ち最も広く通ずるもの）を放送用語の第一位にとること。

【例】コーエンスル 講演する 第一級（仮定）
 後援する 第二級（仮定）
 公演する 第三級（仮定）

四 .   同音語には若干の言添へ（即ち前後の関係）をつけて用ひるか，又は他の語で言換へることとして，その
言添へ又は言換への最低限度を調査すること。

【例一】 （といふ題で） （について）講演する
  （のために）後援する
  公演する = ステージにのせる
【例二】 市立 イチリツ
 私立 ワタクシリツ

五 .  同音語の整理に当つては，類音語を考慮すること。
IV 専門用語について
一 .  専門用語を次の二部に分類する。
 一 純粋の専門用語（術語・学名等）
【例】先先先（センゼン（ノ）セン）《囲碁術語》

 二 普通語としても用ひるもの
【例】手合（テアワセ・テアイ）

二 .  右の（一）に当る語の発音は，なるべく専門家の用例に従ふこと。
三 .  右の（二）に当る語の内，専門のものと普通のものとの間に用例が一致しない場合は，適当に調和をはかること。
四 .  この項の調査に当つては，それぞれ専門方面との聯絡をはかること。
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三  固有名詞の読み方
I 人名の読み方について
一 .  漢字で書いた人名の読み方（アクセントを含む）を，次の二部に分けて調べること。
 一 普通の音訓によるもの
 二 特別の読み方によるもの

二 .  右の（一）及び（二）を更に次のやうに分ける。
イ 一種の読み方に大体一定してゐるもの

一      【例】 藤原 田中 齋藤（姓）
     太郎 次郎 花子（名）
ロ 二種（又は二種以上）の読み方があるもの
   【例】 土井（ドイ・ツチイ）  三田（ミタ・サンタ・サンダ）（姓）

  実（ミノル・マコト）  健（ケン・タケシ・タケキ）（名）
        英子（エーコ・テルコ・ヒデコ・ハナコ）（名）
イ 古典的な読み方（又は名乗読み）のもの

二     【例】 飛鳥井（アスカイ）  春日（カスガ）（姓）
      三成（ミツナリ・カズシゲ）（名）
ロ 特例的な読み方のもの
   【例】 鷲見（スミ・ワシミ）（姓）

        金城（カナグスク・カナシロ・キンジョー）（姓）
三 .  前項（一）の（ロ）及び（二）の読み方による人名の表を作ること。
四 .  名乗に用ひられる字訓を調べること。
五 .  歴史上の人名について調べること。
六 .  芸名を調べること。
七 .  当代の社会的人物の氏名中，疑問の起りさうなものについて，その正しい読み方を確めること。
八 .  読み方が不明な名前は仮に音読すること。この場合は第一音による。
九 .  訓読みと思はれるものは，仮に，最も普通の読み方に従ふこと。
十 .   人名に準じて考へられる官庁や団体の名称で，その部内の呼び方と一般の呼び方とが違つてゐる場合は，

当該官庁乃至団体との連絡をとつて，適当な処置をはかること。
十一 . 特別な営造物の呼び名を調査すること。
II 地名の読み方について
一 .  漢字で書いた地名の読み方を次の二部に分けて調査する。
 一 行政区画による地名
 二 山河等の名称

二 .  行政区画による地名を次の二部に分ける。
 一 政治上・産業上の主要な地名
 二 その他

三 .  主要な町名の「チョー」か「マチ」かの呼び方を調査すること。
【例】 東京市本郷区 モトマチ（元町）
 同 ユミチョー（弓町）

四 .  山河等の名称は次の二部に分ける。
 一 比較的に著名なもの
 二 その他

五 .  一般の通り名と地元の呼び名とが一致しない場合は，適当な処置を講ずること。
六 .  特に読みにくい地名の表を作ること。
七 .  同字異音の地名表を作ること。

【例】 神戸 カンベ（大和・三河など）
  コーベ（摂津・伊賀など）
  コード（信濃）
  ゴード（武蔵）
  ジンゴ（美作）   　　　  （大日本地名辞書）

八 .  鉄道の駅名を調べること。
九 .  地名の改称について常に注意すること。
III 満蒙・支那の固有名詞の読み方について
一 .  普通には，字音読みに従ふこと。但，第一音で読むことを原則とする。
二 .  発音を通して伝はつたものは，それに従ふこと。
三 .  左の例の如きものは，その呼び方の順位（第一以下）を定めること。

【例】 青島 （セートー） （チンタオ）
 漢口 （カンコー） （ハンカオ）

四 .  その他は，随時，個個の場合について定めること。



79JULY 2007

四  発音の調査に関する方針
I 共通用語の発音について
一 .   共通用語における標準的な発音を調査するために，適当な人と話材とを広く求めて，それを実地に又はマ

イクロホンを通して聴くこと。
二 .  右の調査に当つては，時代の推移に伴ふ変化に注意すること。
三 .  清音と濁音，その他，二様に発音されてゐるものは，その順位（第一以下）を定めること。
四 .   文語風と口語風との二様に発音されてゐるものは，特別な文章又は成句に於けるものを除く外，普通には

口語風の読み方によることを原則とする。
【例】 扱ふ アツカウ（口語風） 〔アツコー（文語風）ではなく〕
 思ふ オモウ（口語風） 〔オモー（文語風）ではなく〕

五 .  標準的な発音を記録して研究に供へるため，種種のレコードを作ること。
六 .  右のレコードは，発音の標準の時代的推移に伴つて，随時，新しく作ること。
七 .   いろいろなアナウンス用語・ニュース用語・その他のテキスト（上記のレコードに添へるものをも含む）

を発音記号に転写し，その発音について記述した各種の参考資料を作ること。
八 .  発音の表記法は音声学協会所定の発音表記法を採用すること。
九 .  共通用語と方言とにおける発音の対応（特に重要なもの）について，その特異な点を明かにすること。
II 共通用語のアクセントについて
一 .  アクセントの調査は次の二部に分ける。
 一 単語のアクセント
 二 句のアクセント

二 .  一語で二つ以上のアクセントのあるもの又はアクセントの動揺してゐるものは，その順位（第一以下）を定めること。
三 .  句のアクセントは，特に放送上の慣用語句に留意して調べること。
四 .  アクセントの表記法は別に定める。
III 外来語の発音について
一 .  外来語を次の二部に分けて調べる。
 一 既に全く国語化してゐるもの
 二 なほ発音形式の動揺してゐるもの

二 .  右の（二）に当る語は，個個の場合について，その発音の順位（第一以下）を定めること。
三 .   新語の採用に当り，それが国際的な事物の名称であつて，特にラテン名によつてゐるものは，伝来の系統

に拘らず，母音字を基本母音的に読むことを原則とする。
【例】ラヂオ

四 .  音節の多いコトバは下略（又は稀に上略）されることを予想して，その場合に応ずるやうに考へておくこと。
五 .  伝来の時代と系統とによつて，同じ事物に二つ以上の呼び名がある場合は，その順位（第一以下）を定めること。

【例】チェロ  セロ
六 .  固有名詞で二様以上に発音されてゐるものも，前項に準じて，その順位を定めること。

【例】ワグネル  ワグナー

五  語法の調査に関する方針
一 .  語法の調査に当つては，文字を基とせず，純粋に音声の上に立脚して調査すること。
二 .  敬語の用法は，その中位（いはゆる真行草の行に当る）のものを主体とすること。
三 .  放送原稿を読み上げる場合の句読の切り方を調査すること。
四 .  語法における外国語脈の新しい影響については適当に考慮すること。

六  言語効果の実験的調査に関する方針
一 .  放送上の言語効果を，ラヂオ装置を通して実験的に調査すること。
二 .  この項の調査事項を左の三部に分ける。
 一 発音（アクセントを含む）の上の問題
    単音・連音における聴取りの難易・聴誤りの多少などについて
 二 語彙・句法の上の問題
    同音の語句・聴取りにくい語句・発音しにくい語句・連想のわるい語句などの整理選択について
 三 綜合的の問題
    アナウンスの速度・句切り・言葉調子・声量等の標準について

      語感について
三 .  日日の放送を実地に聴取して，その発音・語法・語句の用ひ方などについて研究すること。
四 .  広く実地聴取による調査資料を蒐集するため，適当な方法を講ずること。
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9）年6月に途中から加わった。加えて，内部委
員として部長・課長・アナウンサー代表などが
会議に参加した（佐藤孝（1991）pp.110-111）。

用語調査委員の1人である新村出は京都在住
であり，午後4時半または5時に開始することが
定例であった用語委員会に出席しようとするに
は，当時の交通事情では，早朝に特急で京都を
出発して夕刻に議場である愛宕山着，という片道
1日がかりの行程であったものと想像される（浅井
真慧（1990））。1930（昭5）年10月に運転を開始
した特急「燕」は，東京神戸間が9時間であった

（宮脇俊三（1997））。この路線の往復を1か月に2
回繰り返したことに，日本語の将来像を描くとい
う作業に対する新村の「執念」を筆者は感じる。

4 方言に関する態度
この章以降では，試みとして「方言の扱い

方・位置づけ」と「BBCからの影響」につい
て考えてみる。

「耳のコトバ」をこれから打ち立てようと
するのにあたって，方言についてどのように
扱うべきなのか，ということは重要な検討事
項であったと思われる。以下に，この『放送
用語の調査に関する一般方針』およびその草
案での方言に関する記述を見てみよう。

①アナウンスにおける方言使用

アナウンサーが用いる言語に関して，当初の
草案では，「日本全国共通語と方言との共存」を
目指そうとしたと解釈できる内容が盛り込まれ
ている。しかしその後の審議において，結局「ア
ナウンサーのことばは日本全国共通語のみ」とい
うように決定されるのである（塩田雄大（1999））。

以下に掲げるとおり，草案に見られるのは，

「全国放送は共通語，ローカル放送は当地の
方言」という二重言語（方言）方式である。

ここの「共通用語」とは全国放送で用いるこ
とば，「方面用語」とは地域向け放送で用いる
ことばのことである。この草案がもしそのま
ま通っていれば，たとえば大阪地区の放送は，
全国ニュースは共通語，地元向けニュースは
大阪方言，という形になっていたはずである。

しかし，この草案に対して5/25の第8回委
員会席上で次のような修正が加えられた。

一 .  放送アナウンス用語を次の二部に分け
て考へる

 第一部　全国中継アナウンス用語
（以下「全国中継用語」又は単
に「中継用語」或は「共通用語」
と略称することがある）

 第二部　方面アナウンス用語
（以下「方面用語」と略称する）

二 .  共通用語は，現在の大勢に順応して，大体，
東京語の中流社会の語法・発音・アクセン
ト（イントネーションを含む）及び語彙を基
本とする。

三 .  方面用語は，各放送局所在地の語法・発
音・アクセント及び語彙を基本とする。

（附記） 全国無数の方言を洩れなく顧慮
することは，理想としては望ま
しいが，実際においては殆ど不
可能なことだから，右の方面用
語をもつて一切の方言を代表さ
せる。

[ 以下略 ]

（ 以上「語法の調査に関する一般方針」草案（1934.5/8
発送，5/25 審議［第 8 回委員会］）から）

第一項を次の如く訂正
「放送アナウンス用語（以下共通用語と称す）
は全国中継アナウンス用語を本位とする」

［中略］字句に修正を加へて決定
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この「字句に修正を加へて」というのは，
実は相当強い修正であったようで，その後に
見られる稿では，次のように示されている（な
お「整理第一稿」（6/25審議）は散逸）。

このように修正された理由として，当時の
社会情勢において「標準語による日本語統一」
の必要性が強く叫ばれていたこと，また二重
言語（方言）放送とはいっても日本全国すべて
の方言が取り上げられるのではなく，「各放送
局所在地の方言」だけが用いられるのは結局不
公平であること，などが指摘されている（菅野
謙（1978）（1985））。ただし，これは残念なが
ら推測にとどまっており，残された会議関連
資料には修正の理由までは明示されていない。

そもそも，この草案は誰によって作られた
ものであったのだろうか。

当時の政治・社会情勢の中で，方言に一定
の社会的役割を積極的に与えようとする試み
は，必ずしも本流にはなりえなかったであろう。
このころの書籍・雑誌類の中から，用語委員
会関係者の意見として，少なくとも「方言撲滅」
に反対の立場を取っていたと解釈できる発言
を拾ってみると，以下のように挙げられる。

[前略]
二 .  放送用語は，全国中継アナウンス用語

（以下「共通用語」と称す）を主体とする。
三 .  共通用語は，現代の国語の大勢に順応

して，大体，帝都の教養ある社会層に
おいて普通に用ひられる語法・発音・
アクセント及び語彙を基本とする。（語
法の項より移す）

四 .  共通用語と方言との調和をはかること。
（語法の項より移す）

[ 以下略 ]

（ 以上「放送用語の調査に関する一般方針（整理第二
稿）」（8/10 作成，8/18 発送）から）

岡倉由三郎
「それで差向の事業としては，教養あるもの
の「ことば」といふものをたてて，それを
各自が，めいへの「地方的色彩を帯びた
ことば」の外に併せて持つてゐることがよ
いと思はれる。」

「方言のうちには，「捨てる」と「捨つる」，
「死ぬ」と「死ぬる」，「おほい」と「おいい」
などの区別，また東京ことばでは「カントー」
といふのを九州やその他の地方へゆくと「ク
ワントー」といふ，そのクワとカの区別な
ども，各地方の放送局の立場をも考へにい
れると，軽軽しくどちらかの一つにきめる
といふことは問題になる。」

（岡倉由三郎（1934））3）

新村出
「方言の問題にしましても，これを一部の論
者の考ふるやうに，方言を撲滅して国語を統
一するなどといふやうな言語生活を無視した
論は，到底行はるべきものではありません。」

（新村出（1933））
「私は前半生を東京に過し後半生の現在を京
都に送るものであるから，東西の言葉に対し
て，歴史的にも現実的にも可成公平な比較
をなし得る地位に立つて居ると信じてゐる。
従つて東京における放送用語委員会やその
他国語及び方言の学会等においても，上方
の言葉に関しては常に多少の弁護擁護とに
力めてゐる積りである。而て一国の標準語を
よりよく育てあげるためには東京語を土台に
するにしても，それに対立する京阪語を助長
して標準語への寄与貢献をさせる方針を採
る方が徒に京阪語の撲滅を計るよりはるかに
有効であり，又自然であらうと思ふ。」

（新村出（1942））
神保格
「標準語の普及は方言を滅ぼさなくても出来
るからである。方言尊重論者は同時に標準
語奨励者になり得るのである。」

（神保格（1931））
「方言を矯正すべしといふ意味が，如何なる
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また，直接の放送用語委員会関係者による
執筆ではないが，当時の雑誌に以下のような
記述が見られる。

この雑誌（『調査時報』）は日本放送協会の職
場機関誌である（日本放送協会放送史編修室

（1965）p.429）。この号は1934（昭9）年1月発
行で，同号に放送用語調査委員の1人である
服部愿夫（東京中央放送局前放送部長）の「ア

ナウンサー論」という論考も掲載されている。
こうしたことから，「二重言語（方言）方式」

を打ち出していた「語法の調査に関する一般
方針」草案（1934.5/8発送）を作成する段階に
おいて，放送用語委員会関係者がこの石黒魯
平の論を目にした可能性は，きわめて高いと
想像される 4）。

②発音

現代の感覚からすれば，共通語で話す際に，
地名の「岡山」や人名の「平太郎」を，「オカヤ
マ」「ヘータロー（あるいはヘイタロー）」と
読むことに，少しの疑問も抱かないであろう。
しかし当時の草案には，これは「オカヤマ」

「ヘータロー」と読むように，とする注記が
あえて付けられている。

草案を見ると，地名「岡山」は現地では
[okæjama]（近い発音としては「オキャヤマ」
となろう）と，また人名「平太郎」は東北・出
雲では [Feːtaroː]（近い発音としては「フェー
タロー」となろう）と発音されているが，こ
れは日本全国共通語の音韻体系に合わせる形
で修正して発音することが示されている 5）。

いわゆる「方言音（共通語の音韻体系にな
い音）」に関する扱いとして，日本全国共通
語を使う際にはあくまでもその音韻体系の枠
内でおこなう（標準語に方言音は取り込まな
い）ことを明確に示した事例である。

③アクセント

放送用語に資するためのアクセントの調査
として，当初の段階では，日本各地の方言ア
クセントの体系を明らかにすることも目標と
されていた。

ところが，その後の修正においては，方言

「標準語奨励の精神は，（中略）その標語は「二
重言語主義」である。よく考へて見ると，上
の理論にも明かな如く，人は誰でも，理念的
言語形態と生活方言と二重の言語を持つて居
る。只その距離が大きいか小さいかが，人毎
にちがつてゐるだけである。そこで吾人は，
自己の方言はその直接生活する小社会に於て
十分に活かしてよいと許して，他方理念的言
語形態なる共通語を，理念的大社会に向つて
物をいふ時に，十分使用し得る（成るべくそ
れに近いものにする）やうに訓練するのがよ
いといふのである。この点について吾人は常
に，家庭に於ける丹前姿と外出用の服装と，
両方を適当に使ふことに喩へてゐる。（中略）
言語統一の今日の緊急時たる第三段，音声に
よる言語統一を計るのに，ラヂオほど有利な
位置に立つものはない。」

（石黒魯平（1934））

場合にも方言を使はないやうにするといふ意
味であるならば，方言矯正は方言撲滅と同じ
ことになる。そんな事は第一容易に出来るこ
とではない。また為すべきことではない。（中
略）方言を尊重するとか奨励するとかいふの
は，（中略）今まで無意識に使つてゐた方言
は全日本標準語と比べてどの点が同じであ
るか，どの点が違ふかといふことを明かに認
識するといふことである。」

（神保格（1941）pp.140-141）



83JULY 2007

のアクセントについての言及がいっさいなく
なっている。つまり，放送用語に資するため
の調査をするのにあたって，この時点で方言
は考慮の外に置かれてしまったものと解釈で
きるだろう 6）。

④語彙

語彙については，以下に見るとおり，草案
では，その地域に特有の事象を表す場合には
方言での言い方を用いる，という態度が取ら
れている。

この箇所が，その後以下のような形に変
わっている（草案が審議された6/6の会議録
にはこのような修正の記録はない）。

審議後の記述では，方言語彙に関して，地
域的事象に関する場合に使うのではなく，「共
通用語」の語彙として能動的に取り込むべき
であることが提案されており，特徴的である。

⑤沖縄の人名について

沖縄の人名については，全国的に活躍して
いる人とそうでない人とに分け，前者につい
ては本人の申告を優先し，後者についてはお
おむね地元（小学校）での発音に近いものを
採る，という二重基準を採用している。

この草案に対して，審議後には「沖縄」とし
て独立の内容を記述することはせず，固有名

語彙・句法の選定に関する一般方針
（中略）
五 .  方言も，その方言を伴ふ地方的文化が取

扱はれるときには，それと共に採用するこ
と。但，全国共通用語としては，その発音
とアクセントとを，その体系に同化させて
用ひる。

        （以下略）
（以上「語彙・句法の選定に関する一般方針」草案
（1934.5/8 発送，6/6 審議［第 9 回委員会］）から）

語彙・句法の選択及び拡充について
（中略）
三 . 古語・方言は，これを適当に採りいれて

語彙を豊富にすること。但，共通用語と
しては，その発音とアクセントとは，お
のづから共通用語の体系に同化して用ひ
られる。

（ 以上「放送用語の調査に関する一般方針（整理第二
稿）」（1934.8/10 作成，8/18 発送）から）

その二 沖縄の人名
一 .  この項の調査に当つては，左の二部に分け

て考へること。
（一）地元の人の名前
（二）県外で活動してゐる社会的人物の名前

二 .  第一部地元の人の名前は，大体，その地方
の小学校で行はれる呼び方によること。

（例） 比嘉 ヒガ（小学校）
  ヒジャ（村）
 東恩納 ヒギャオンナ（小学校）
  ヒジャウンナ（村）

（附記）地名の発音も之に準ずる。
（例） 那波 ナハ [h]（小学校）
  ナファ[f]（村）

三 .  前項の方針によつて，代表的な家名（及
び最も普通な名前）の呼び方を調査して
おくこと。

四 .  第二部県外（特に中央）で活動してゐる
社会的人物の名前は，常に注意して，そ
れぞれ個人的に問合せておくこと。

（例） 金城（本来の呼び方はカナグスク）
 或る人は キンジョー
 或る人は カナシロ
 或る人は カナグスク
 花城（本来の呼び方はハナグスク）
 衆議院議員花城永渡氏はハナシロ

（附記）今日では，この花城氏は地元でも
 「ハナシロ」で通つてゐるよし。
 朝永（名）（本来はチョーエイ）
 或る人は アサナガ

五 .  調査の順序は第二部を先とし，漸次，第一
部に及ぼすこと。

（以上「その二 沖縄の人名」（6/25審議［第10回委員会］から）
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詞の読み方に関する考え方を「人名の読み方」
の一部として反映させることが決定された。

ここまで，『放送用語の調査に関する一般
方針』およびその草案における方言関連の記
述をめぐって概観してきた。事務局側から提
示された当初の草案と，審議後の決定内容を
比較しておおまかな傾向を述べるならば，

とまとめることができる。
上記のうち，語彙拡充の源泉として方言を

用いる，という発想は，その背後に「外来語
排斥」があるのではないか，と疑ってみるこ
とがひとまず可能である。しかし筆者の見る
かぎり，外来語排斥が本格化するのは太平洋
戦争開戦以降であり，この時期は（少なくと
も）放送用語委員会関係者の結論としては外
来語も日本語語彙拡充の手段の1つとしてと
らえられていたものと解釈される（塩田雄大

（2007））。今後とも考察を進めてゆきたい。

5  BBCを参考にしたか?
放送用語委員会（1934.3/12）の席上におい

て「英国放送協会刊行の「放送英語」第二冊子

「英国地名辞典」の序文に見えたる，その調
査と編纂とに関する手続と見解（抜粋）」とい
う資料が配付された。全文を引用すると，以
下のとおりである。

（a） 方言の相対的な位置づけが，審議後では
トーンダウンしたもの
①  アナウンスにおける方言使用
  （二重言語（方言）併用から日本全国共通語専用へ）
③  アクセント
  （方言アクセントの調査が対象外となる）

（b） 方言の相対的な位置づけが，審議後では
変化したもの
④語彙

（「地域的な事象に関連する場合の方言使
用」から「日本全国共通語の語彙を拡充
する源泉としての方言語彙活用」へ）

英国放送協会刊行の「放送英語」第二冊子「英
国地名辞典」の序文に見えたる，その調査と
編纂とに関する手続と見解（抜粋）
一 .  誰でも，その人が住んでゐる土地の名前

を，自分でよく知つてゐるくらゐに，広
い世間でも知つてゐるべきだと信じてゐ
る。さうして，その土地の名前を読みち
がへられると，その正当な地方的誇りを
傷けられたやうに考へて，手紙でいつて
くるばかりでなく，怒つて新聞などに投
書することもある。

二 .  然し，誰だつて，すべての地名（特にむ
づかしい綴りをもつてゐるもの）を，悉く
地元の発音のやうに読むことはできない。

 （と例を挙げて説明する）
 なほ次のやうな例もある。
 

Poughill
 in Cornwall Poffill

   in Devon Powill
三 .  けれども，実際の必要上，その地名を放

送したとき，それが自分の土地を指して
ゐるのだといふことを地元の人がすぐに
さとれるやうにしなければならないか
ら，地元の発音について調査することは
必要だ。

四 .  ところが，語原的な地名辞典の大部のも
のは別として，ちやうど手頃な地名辞典
が一つもないから，英国放送協会では自
分でつくらなければならなかつた。

五 .  いよいよ調査の仕事にあたつては，数千
枚のハガキと手紙とによつて，この問題
に関心と相当の心得とを持つてゐる聴取
者に問合せを発した。

六 .  その反響は予想外に大きくて，多くの価
値ある資料が集つた。

七 .  その資料の整理と最後的な決定とのため
には，できるだけの手段を講じた。例へ
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ば教区の牧師や郵便局長などに特に個人
的な手紙を出して問合せたりなどした。
その外，いろいろな方法で確めた上で決
定した。

八 .  その結果，勿論完全といふことはできな
いが，およそかういふ仕事に絶対に誤り
がないといふことは無理であるし，又，
完全を望んでゐては永久に何事も出来な
い。しかもその間に，アナウンサーは日
日むづかしい勤務に直面してゐるのであ
るから，ともかく第一版として出した。
必要な訂正は第二版でする。

九 .  本冊子には約千五百の地名を含む。それ
を普通の綴りでならべて，それに「国際
音声記号による広表記法」と「ウエブス
ター流儀の符号つき」との二つの仕方で
発音を示す。

十 .  本冊子に示した発音は，必ずしも地元の
発音ではない，又，これが正しい発音だ
と名乗るものでもない。（一体これが正
しい又は唯一の正しい発音だといふやう
なものは絶対にないのだ。）ただ，これ
によつて，その地名に対する美しい発音
を再現するのに必要なヒントを与へるに
足りる材料にすぎない。

十一 .  けれども，アナウンサーはこれによつて
一先づ安心して発音することができる。

十二 .  表面の綴り字から地元の発音があまりに
ひどくかけはなれてゐるものは，表面の
綴り字に近い発音をとる。そして地元の
発音は地元の特別なものとして尊敬して
おく。

 （例） Daventry  Daintry （地元）
  Slaithwaite Slowit （地元）
  Sawbridgeworth Sapsed（地元）

もし真に地元が，その地元の発音のとほ
りに世間に広く認められたいと望むのな
ら，その部分の綴り字を改めるのが当然
だと，やや挑戦的な口調で盛んに皮肉を
あびせてゐる。

十三 .  右の方針をとる理由の一つは，すでに一
般（広く世界各国）において，その綴り

字に近い発音が普及してゐるから，とい
ふ消極的なもの。

（この冊子は言つてないが，地名の放送
によつて某の土地だといふことを知るこ
とは，その地元の人に必要な場合ばかり
でなく，その反対に他の地方の人に必要
な場合がある。）

十四 .  今一つの積極的な理由。それは，正しい
発音とは正しい行儀のやうなものだとい
ふ，英国放送協会の諮問委員会の指導的
精神による。

十五 .  地元と他の一般の地方とのアクセントの
違ひは，一般のによる。

 例  地元 Mardén
  一般 Márden
十六 .  南方と北方とのアクセントの違ひは，南方

のによる。少くとも南方の放送局からは。
 例  南方 Néwcaasle
  北方 Newcássle

但，南方からでも，北方出身のアナウン
サーが，その故郷の地名を北方アクセン
トでいつたのは許容される。

十七 .  右の南方をとる理由，及び一般に南方を
推薦する積極的な理由は，この冊子では
明かに説いてない。ただ，アナウンサー
は北方英語を用ひよといふ要求がないか
ら，といふ消極的な理由があげてある。

十八 .  然し，南北アクセントの相違の問題を解
決する道は，これ以外にはないといつて
ゐる。

十九 .  とはいへ，当事者が本冊子に採録しよ
うと企図した発音は，どこの地方的発音
でもない。それと同時に断じて東南語
のものでもない。むしろ英語を話す世界
の全聴に広く適応するやうな，一種の
Normalised form であることを期した。
云々。

このことに関連して，菅野謙（1978）では「初
期の「放送用語委員会」は，同じ悩みを持つ
イギリスのBBCの考え方を参考にした」「初
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期の「放送用語委員会」が，地名に対してとっ
た態度も，このBBCの態度に共通した部分
が多く，実務上の手引きとして，昭和14年
に「難読町村名」を編集し，その後も引き続
き，地名に関する資料を編集している」とい
う指摘がなされている。しかし菅野謙（1978）
を筆者が読み取るかぎり，どこがどのように
似ているのか，具体的な記述が見られない。

ここでは，「BBCからの影響」について，
若干考察してみたい。

まず，初期の放送用語委員会関係者が
BBCの活動に注目していたことは，当時の
関係者による記録からも明らかである。

比較的早い記録としては，矢部謙次郎（「放
送用語並発音改善調査委員会」設立時（1934）
には放送部長の肩書きで会議に参席）の次の
ような記述がある。

「放送用語並発音改善調査委員会」設立
時（1934）に主査委員であった岡倉由三郎は，
BBCの標準英語放送の様相について，BBCの
各種資料（放送用語委員会の席上で配付され
た「抜粋」のもととなる英文原著も含む）の紹介
もまじえて雑誌上で詳細に報告している（岡倉
由三郎（1932））。加えて，この「抜粋」のもとと
なる英文原著を岡倉自身が個人的にも所有し
ており7），委員会の運営にあたってBBCの活
動が彼の念頭にあったことは，間違いない。

また，初期の放送用語委員会に関して，
BBCの活動を参考にしたということを明確
に指摘するものとして，以下のような記述が
ある。執筆者の「佐藤孝」は，1934（昭9）年

6月から1943（昭18）年10月までの間「日本
放送協会用語調査室」勤務であり，放送用語
委員会の実務・運営に直接かかわった人物で
ある（佐藤孝（1991））。

ここで地名に関する議論に戻ってみると，
さきほど引用した全文からわかるとおり，
BBCでの方針は，ある地名の読み方に関し
て，地元での読み方の調査をした上で，一般
的な読み方との乖離がある場合にはおおむね
一般的なほうを採用する，というような判定
方法をとっている。

いっぽう，放送用語委員会で審議した「地
名の調査に関する一般方針」およびその内容
が組み込まれた『放送用語の調査に関する一
般方針』には，少なくとも文字化された形で
は，このような判定方法の反映とみられるよ
うな箇所は見当たらない。

ただし，以下のような記述は，BBC方針

　「B・B・C では標準的発音の普及の為め，
放送で実際に働きかけてゐるが，我国でも
可及的にその実現を期したいと思ふ。」

（矢部謙次郎（1931））

「本委員会（引用者注 「放送用語並発音改善
調査委員会」のことを指す）は，彼の英国
放送協会（B.B.C.）の口語英語諮問委員会

（Advisory Committee on Spoken English）
にその範をとりその企図も一にして居ると
は言うものゝ，勿論それとは別個に独自の
立場を有するものであつて，主査委員は，
当時に於ては，岡倉先生が推され，その他
の委員としては，服部氏をはじめ，神保格・
新村出・土岐善麿・長谷川誠也・保科孝一
の諸氏先生であつた。」（佐藤孝（1937））

「（引用者注 岡倉由三郎は）晩年には，NHK
のラジオ初等英語講座の講師の草分けとし
て活躍される傍ら，イギリスの BBC（英国
放送協会）の口語英語審議会を模して，我
が NHK にも放送用語調査機関を設けてそ
の初代主査となられ，当時の私達数人の調
査係員を親しく指導してくださったのであ
る。」（佐藤孝（1991）p.215）
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の影響を考える上で，非常に示唆的である。

この記述は，1938（昭13）年7月15日に
JOAK（東京放送局）から放送された内容を
文章化したものの一部である。この服部愿夫
は放送用語委員の1人であり，東京中央放送
局の前放送部長である。この記述のあとに，
たとえば漢字で「神戸」と書く地名は全国に
あり，読み方としてはコーベ，カンベ，カン
ド，コード，カノト，ジンゴ，ゴードなどと
いうものがあること，そしてこれらは同じよ
うに読むわけにはいかないという旨が記され
ている。

つまり，地名の読み方に関して，原則的に
は地元での言い方をきちんと調べ，それを優
先するが，音声上の微細な差異（アクセント
や長音・短音関連）に関する場合には，全国
的になじんでいると思われる音形を採用す
る，という考え（これは現代にも引き継がれ
ている）に基づくものである 8）。

このような発想は，まさにBBCのものと
同一ととらえられるのではないだろうか。

放送用語委員会での正式な資料としては，
BBC関連のものが配付されたのは，ここで紹
介したものだけであるようである。今後，外
部の資料の収集・分析を進め，BBCの影響が
具体的にどのような面に表れているのか，調
査を進めてゆく必要があると考えている。

6 暫定的な本稿のまとめ
ここまで論じてきたことをまとめると，以

下のとおりになる。

歴史的な研究にあたっては，「おそらくこう
であったのではないか」という推定は必要であ
るものの，「まず結論ありき」であとから都合
のよい資料を集めてくるような態度は戒められ
るべきである。今回は分析と呼べるような水
準にまで達することができず，資料の記述内
容紹介にとどまってしまったかもしれないこと
を危惧

ぐ

している。歴史的な背景との関連とあ
わせて資料の収集・分析を進め，今後とも考
察を進めてゆきたい。　     （しおだ たけひろ） 

注 :
1）この資料の存在は，『国語学大辞典』（国語学会

編，1980）の「国語年表」にも掲載されており
（p.1019），標準語の位置づけを考える上で，単
なる一組織の部内資料にとどまる性格のもので
はないことがわかる。

2）浅井真慧（1989）では，この整理第二稿が 7 月
25 日の第 12 回委員会において出されたものと
記されている。しかし筆者が見ることのできる
会議資料記録では，8 月 10 日作成，8 月 18 日
発送となっている。いずれにせよ，ほぼ 7 か月
でこれだけの方針が確定されたことの事実に変
わりはない。

「放送としましては，地名はみな東京で一般
に申します云ひかたにより，愛知県の名古屋

（ナゴヤ，頭高のアクセント）大分県の大分
（オーイタ）などと申しまして，ナゴヤ（平な
アクセント），オイタなど，その地元の云ひ方
には従はずともよい事にしてをります。」

（服部愿夫（1938））

○  放送用語造成のための調査基準『放送用
語の調査に関する一般方針』の成立過程

（草案から決定稿へ）を見てみると，方言
の位置づけに関して，トーンダウンした
もの（アナウンスにおける方言使用，方
言アクセントの調査）や，変化したもの（方
言語彙の日本全国共通用語への導入・活
用）などがある。

○   BBC からの影響についてはおそらくあっ
たものと推定されるが，それがどのよう
なところに具体的に表れているのか，今
後とも調査・分析が必要である。
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3）岡倉由三郎がこのころに出した本『国語陶冶とラ
ヂオ』の中で，「標準語一元化 =方言廃滅」とい
うかつての自身の言語観を明白に軌道修正したこ
とが，山口誠（2001）において指摘されている。

4）そもそもこの当初案を起草したのは誰なのか，
ということに関しては，記述が残されていない
以上慎重である必要があるが，現時点では，事
務局側の三宅武郎が，主査の岡倉由三郎の意を
大きくくみ取るような形で書き上げた，という
のが，想定されるものの 1 つとして提案できる
のではないかと筆者は考えている。今後とも考
察を進めてゆきたい。

5）草案における関連箇所の記述は以下のとおり。 
第一部 母音

（1）母音は「アイウエオ」の五つを基本とし
て，その他の母音は，それぞれ最も近い母音
に摂する。但，必ずしも統一はできない。

（例） 「岡山」の方言的発音[okæjama]（又は[okε-]
は「オカヤマ」に，Bat[bæt] は「バット」
に，Catch[kætʃ] は「キャッチ」になど。又，
方言における「イ」「エ」又は「イ」「ウ」
の混同は，それに該当する内語の発音に
照して修正すること。　（中略）

第二部 子音　（中略）
（3）内地の方言音における F 又は両唇摩擦
の F は同じくハ行音に摂する。

（例） 東北・出雲の人名「平太郎」も「ヘー
タロー」と読む。

（以上「外語の発音（外来語・外国語・方言
の特殊音を含む）の調査に関する一般方針」
草案（1934.4/25 審議［第 7 回委員会］）から）

草案での（3）の部分は，4/25 の審議において「内
地の方言音におけるファフィフェフォは同じく
ハヒヘホに摂する」という表現に修正された。
  なおこの記述は，「放送用語の調査に関する
一般方針（整理第二稿）」においては削除され
ている。あえて書く必要もないものと判断され
たのであろうか。

6）草案における関連箇所の記述は以下のとおり。
アクセントの調査に関する一般方針
一.アクセントは次の二部に分けて調査する。

第一部 単語のアクセント
第二部 句のアクセント

二 . アクセントの基本的な形式は，その方言の発
音上の生理的（及び心理的）傾向に基づくも
のだから，それぞれのアクセント体系は，それ
ぞれの発音体系の上に立つて調査すること。

三 . 特に同音（又は類似音）の語で同じアクセ
ントを持つてゐるものについて，その理解

に差支を生ずるか否かを調査すること。
（附記） 別項「同音語の調査に関する一

般方針」参照
四 . 右の調査は，全国中継用語と方面用語と

の比較をも含めること。
五 . 先づ全国中継用語におけるアクセントの

体系を明かにして，方面用語におけるア
クセントの体系をも比較調査すること。

六 . 調査の結果を綜合して，後日「アクセン
ト法」及び「アクセント辞典」を作る。
（以上「アクセントの調査に関する一般方
針」草案（5/8 発送，5/25 審議［第 8 回
委員会］）から）

　この草案に対して，5/25 の会議席上で以下
のような修正が施される。

第二項を次の如く訂正する
「アクセントは，その属する地方的発音体
系の上に立つて調査すること」
第六項を次の如く訂正する

「調査の結果を綜合して後日アクセント付
放送用語辞典を作る」

（第8回委員会記録から）
　このアクセントに関する内容はここで審議・決
定済みだったのであるが，その後の 7/11の第 11
回委員会において改めて取り上げられ，地方アク
セントの調査に関する記述がまったくない以下の
ようなものに再修正されている。残された記録で
見るかぎり，いったん決定済みのものに再度修正
を加えるのは，やや異例である。

アクセントについて
一 .アクセントの調査は次の二部に分けて考へる。

（一）語のアクセント
（二）句のアクセント

二 . 単語のアクセントは，品詞別，語類別に
附けること。

三 . 一語で二つ以上のアクセントのあるもの又は
アクセントの動揺してゐるものは，その第一
アクセント，第二アクセントを定めておくこと。

四 . 句のアクセントは，特に放送上の慣用語
句に留意して調べること。

五 . 以上の結果から帰納して標準的アクセン
トの体系を求めること。

六 . アクセントの表記法は別に定めること。
（以上「アクセントについて」草案（7/11 審議）
から）

7）この抜粋のもととなる原著（James, A. Lloyd
（1930） Recommendations to announcers 
regarding the pronunciation of some English 
place names [Broadcast English 2 ; collected 
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and transcribed for the B.B.C. Advisory 
Committee on spoken English by A. Lloyd 
James]）は，現在日本国内では 2 か所の図書館
で所蔵が確認できている。このうちの 1 つであ
る筑波大学のものは岡倉文庫（岡倉由三郎の蔵
書コレクション，1940 年 9 月受入）によるもの
であり，主査委員である岡倉由三郎がこの資料
を個人的にも所有していたことがわかる。なお，
崎山正毅（1932）や佐藤孝（1936）（1939）なども，
この英文原著の内容についてふれている。

8）このほか，以下のような記述もある。「一般と地
元とで固有名詞の呼び方が違ふ場合，放送用語
としてはいづれをとるかゞ問題である。（改行）
B.B.C でも地名の調査をしてゐるが，（中略）
夫々の土地の発音を基準とし，之に中央のアナ
ウンサーにのみ多少許容される修正を加へる位
で，すべてリストに集めてゐる。（中略）なる
べく原語の発音，又はそれに近い発音をとるこ
とを理想とし，場合によつては，これに適当な
許容を存するといつた態度が好ましいのではな
からうかと思ふ。」（佐藤孝（1936））
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